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●独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）（抄） 

 

（法人の長及び監事となるべき者）  

第十四条 主務大臣は、独立行政法人の長（以下「法人の長」という。）となるべき者及び

監事となるべき者を指名する。 

 

（設立委員）  

第十五条 主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させ

る。 

２ 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務

大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長とな

るべき者に引き継がなければならない。 

 

（役員）  

第十八条 各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人

及び監事を置く。  

２ 各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他

の役員を置くことができる。  

３ 各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の

定数は、個別法で定める。  

 

（役員の職務及び権限）  

第十九条 法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。  

２ 個別法で定める役員（法人の長を除く。）は、法人の長の定めるところにより、法人の

長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。  

３ 前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。  

４ 監事は、独立行政法人の業務を監査する。  

５ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に

意見を提出することができる。 

 

（役員の任命）  

第二十条  法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。 

一  当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 

二  前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的

に運営することができる者 

２ 監事は、主務大臣が任命する。 

３ 第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、法
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人の長が任命する。 

４ 法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出

るとともに、これを公表しなければならない。 

 

（役員の解任）  

第二十三条 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により

役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければな

らない。 

２ 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当すると

き、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 

一  心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

二  職務上の義務違反があるとき。 

３ 前項に規定するもののほか、主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員

（監事を除く。）の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化

した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認める

ときは、その役員を解任することができる。 

４ 法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、

主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 

 

（業務方法書）  

第二十八条 独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受

けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ （略） 

３ 主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を

聴かなければならない。 

 

（中期目標）  

第二十九条 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業

務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを当該独立行政法人に

指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。  

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 中期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。）  

二 業務運営の効率化に関する事項  

三 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

四 財務内容の改善に関する事項  

五 その他業務運営に関する重要事項  

３ 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評
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価委員会の意見を聴かなければならない。 

 

（中期計画）  

第三十条 独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務

省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」と

いう。）を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。  

２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  

二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

四 短期借入金の限度額  

四の二 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産

の処分に関する計画  

五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、

その計画  

六 剰余金の使途  

七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項  

３ 主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を

聴かなければならない。  

４ 主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げ

る事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更す

べきことを命ずることができる。  

５ 独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しな

ければならない。 

 

（年度計画）  

第三十一条 独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計

画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画（次

項において「年度計画」という。）を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表

しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前

に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前

条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。 

 

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）  
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第三十二条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務

の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。  

２ 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、

並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全

体について総合的な評定をして、行わなければならない。  

３ 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令

で定める審議会（以下「審議会」という。）に対して、その評価の結果を通知しなけれ

ばならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立

行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。  

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事

項（同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧

告の内容）を公表しなければならない。  

５ 審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認める

ときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。 

 

（中期目標に係る事業報告書）  

第三十三条 独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めると

ころにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公

表しなければならない。 

 

（中期目標に係る業務の実績に関する評価）  

第三十四条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における

業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。  

２ 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分

析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業

務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。  

３ 第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。 

 

（中期目標の期間の終了時の検討）  

第三十五条 主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行

政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわた

る検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。 

２ 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かな

ければならない。 

３ 審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主

要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。 
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（企業会計原則）  

第三十七条 独立行政法人の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会

計原則によるものとする。 

 

（財務諸表等）  

第三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損

失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財

務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当

該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務

諸表及び決算報告書に関する監事の意見（次条の規定により会計監査人の監査を受けな

ければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。）を

付けなければならない。 

３ 主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財

務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監

事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲

覧に供しなければならない。 

 

（会計監査人の監査）  

第三十九条 独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達し

ない独立行政法人を除く。）は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及

び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 

 

（会計監査人の選任）  

第四十条 会計監査人は、主務大臣が選任する。 

 

（会計監査人の任期）  

第四十二条 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表

についての主務大臣の第三十八条第一項の承認の時までとする。 

 

（会計監査人の解任）  

第四十三条 主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人

を解任することができる。 

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
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二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 

三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（利益及び損失の処理）  

第四十四条 （略） 

２ （略） 

３ 独立行政法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、そ

の残余の額の全部又は一部を第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定

による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。）

の同条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。 

４ 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会

の意見を聴かなければならない。 

５ （略） 

 

（借入金等）  

第四十五条 独立行政法人は、中期計画の第三十条第二項第四号の短期借入金の限度額の

範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとし

て主務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。 

２ 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、

資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に

限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 

３ （略） 

４ 主務大臣は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可をしようとすると

きは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

５ （略） 

 

（不要財産に係る国庫納付等）  

第四十六条の二 独立行政法人は、不要財産であって、政府からの出資又は支出（金銭の

出資に該当するものを除く。）に係るもの（以下この条において「政府出資等に係る不

要財産」という。）については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納

付するものとする。ただし、中期計画において第三十条第二項第四号の二の計画を定め

た場合であって、その計画に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付すると

きは、主務大臣の認可を受けることを要しない。 

２ 独立行政法人は、前項の規定による政府出資等に係る不要財産（金銭を除く。以下こ

の項及び次項において同じ。）の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政

府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額（当該財産の帳簿価額を

超える額（次項において「簿価超過額」という。）がある場合には、その額を除く。）の
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範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。た

だし、中期計画において第三十条第二項第四号の二の計画を定めた場合であって、その

計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しな

い。 

３ 独立行政法人は、前項の場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じ

た簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、そ

の全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受け

た場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。 

４ 独立行政法人が第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当

該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、当

該独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分

として主務大臣が定める金額については、当該独立行政法人に対する政府からの出資は

なかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。 

５ 主務大臣は、第一項、第二項又は第三項ただし書の規定による認可をしようとすると

きは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

６ （略） 

 

（不要財産に係る民間等出資の払戻し）  

第四十六条の三 独立行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るも

の（以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。）については、主務大

臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者（以下この条において

単に「出資者」という。）に対し、主務省令で定めるところにより、当該民間等出資に

係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻し

の請求をすることができる旨を催告しなければならない。ただし、中期計画において第

三十条第二項第四号の二の計画を定めた場合であって、その計画に従って払戻しの請求

をすることができる旨を催告するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。 

２ （略） 

３ 独立行政法人は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る

民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産（金銭を除

く。）の譲渡により生じた収入の額（当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、

その額を除く。）の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額により、同項の

規定により払戻しを請求された持分（当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合

にあっては、当該持分のうち主務大臣が定める額の持分）を、当該請求をした出資者に

払い戻すものとする。 

４・５ （略） 

６ 主務大臣は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員

会の意見を聴かなければならない。 
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（余裕金の運用）  

第四十七条 独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用し

てはならない。 

一 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証す

る債券をいう。）その他主務大臣の指定する有価証券の取得 

二 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金 

 

（財産の処分等の制限）  

第四十八条 独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるもの

を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

ただし、中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計

画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。 

２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会

の意見を聴かなければならない。 

 

（会計規程）  

第四十九条 独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、こ

れを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

 

（役員の報酬等）  

第五十二条 特定独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下「報酬等」という。）

は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 

２ 特定独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣

に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該特

定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り

その他の事情を考慮して定められなければならない。 

 

（評価委員会の意見の申出）  

第五十三条 主務大臣は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る

報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 

２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給

の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、主務大臣に対し、意

見を申し出ることができる。 

 

（準用）  
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第六十二条 第五十二条及び第五十三条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行政法人

の役員の報酬等について準用する。この場合において、第五十二条第三項中「実績及び

中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替え

るものとする。 

 

（職員の給与等）  

第六十三条 特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績

が考慮されるものでなければならない。 

２ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準

を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

３ 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、

かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。 

 

（報告及び検査）  

第六十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政

法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、

独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件

を検査させることができる。 

２・３ （略） 

 

（違法行為等の是正）  

第六十五条 主務大臣は、独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、個

別法若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該独立

行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。 

２ 独立行政法人は、前項の規定による主務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行

為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を主務大臣に報

告しなければならない。 

 

（財務大臣との協議）  

第六十七条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 

一 第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 

二 第三十条第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八

条第一項の規定による認可をしようとするとき。 

三 第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。 

三の二 第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十六条の三第

一項の規定による認可をしようとするとき。 
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四 第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 

 

（主務大臣等）  

第六十八条 この法律における主務大臣、主務省及び主務省令は、個別法で定める。 

 

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人

の役員は、二十万円以下の過料に処する。 

一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にお

いて、その認可又は承認を受けなかったとき。 

二 この法律の規定により主務大臣又は内閣総理大臣に届出をしなければならない場

合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

三・四 （略） 

五 第三十条第四項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。 
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●年金積立金管理運用独立行政法人法（平成１６年法律第１０５号） 

 

 第一章 総則  

 

（目的）  

第一条 この法律は、年金積立金管理運用独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関

する事項を定めることを目的とする。  

 

（名称）  

第二条 この法律及び独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号。以下「通則法」と

いう。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人

の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。  

 

（管理運用法人の目的）  

第三条 年金積立金管理運用独立行政法人（以下「管理運用法人」という。）は、厚生年金

保険法（昭和二十九年法律第百十五号）及び国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一

号）の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金（以下「年金積立金」という。）

の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険

事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。  

 

（事務所）  

第四条 管理運用法人は、主たる事務所を神奈川県に置く。  

 

（資本金）  

第五条 管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があった

ものとされた金額とする。  

    

第二章 役員及び職員  

 

（役員）  

第六条 管理運用法人に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。  

２ 管理運用法人に、役員として、理事一人を置くことができる。  

 

（理事の職務及び権限等）  

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を

掌理する。  

２ 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれ



12 
 

ていないときは、監事とする。  

３ 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代

理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。  

 

（役員の任期）  

第八条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む管理運用法人に係る通則法第二十

九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（次項において「中期目標の期間」という。）

の末日までとする。  

２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標が変更された場合において中期目

標の期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間の末日までと

する。  

３ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間（その末日が理事長の任期の末

日以前であるものに限る。）とする。  

４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理

事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日ま

でとする。  

５ 監事の任期は、二年とする。  

 

（役員の欠格条項の特例）  

第九条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役

員となることができない。  

一 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業（これらに類似し、

又は密接に関連する事業を含む。）を行う者であって管理運用法人と取引上密接な利

害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によ

るかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）  

二 前号に掲げる事業者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以

上の職権又は支配力を有する者を含む。）  

 

第十条 管理運用法人の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用につい

ては、同項中「前条」とあるのは、「前条及び年金積立金管理運用独立行政法人法（平

成十六年法律第百五号）第九条」とする。  

 

（役員等の注意義務）  

第十一条 管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被

保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるもの

であることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行し

なければならない。  
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２ 理事長及び理事は、第十八条第一号に掲げる業務（以下「管理運用業務」という。）に

関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者

であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を

行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意（第二十二条において「慎重な専

門家の注意」という。）を払わなければならない。  

３ 理事長及び理事は、管理運用業務について、この法律、厚生年金保険法若しくは国民

年金法、これらの法律に基づく命令若しくは通則法若しくはこの法律に基づいてする厚

生労働大臣の処分又は管理運用法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、管理運

用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  

 

（理事長及び理事の禁止行為）  

第十二条 理事長及び理事は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をも

って、次に掲げる行為を行ってはならない。  

一 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する

契約を管理運用法人に締結させること。  

二 自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を管理運用

法人に取得させ、又は年金積立金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利

害関係のある者が取得するようにさせること。  

 

（秘密保持義務）  

第十三条 管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、管理運用業務

に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。  

 

（役員及び職員の地位）  

第十四条 管理運用法人の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の

罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。  

    

第三章 運用委員会  

 

（運用委員会の設置及び権限）  

第十五条 管理運用法人に、運用委員会を置く。  

２ 次に掲げる事項は、運用委員会の議を経なければならない。  

一 業務方法書の作成又は変更  

二 通則法第三十条第一項 に規定する中期計画（第二十条において「中期計画」とい

う。）の作成又は変更  

３ 運用委員会は、年金積立金の運用状況その他の管理運用業務の実施状況を監視する。  

４ 運用委員会は、前二項に規定するもののほか、管理運用業務に関し、理事長の諮問に
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応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議する

ことができる。  

 

（運用委員会の組織）  

第十六条 運用委員会は、委員十一人以内をもって組織する。  

 

（委員）  

第十七条 委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する

者のうちから、厚生労働大臣が任命する。  

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３ 第九条、第十一条第一項、第十三条及び第十四条並びに通則法第十四条、第二十一条

第二項、第二十二条並びに第二十三条第一項（第十条において読み替えて適用する場合

を含む。）及び第二項の規定は、委員について準用する。この場合において、通則法第

十四条第三項中「第二十条第一項」とあるのは「年金積立金管理運用独立行政法人法第

十七条第一項」と、通則法第二十二条中「非常勤の者」とあるのは「非常勤の者及び教

育公務員で政令で定めるもの」と、通則法第二十三条第一項及び第二項中「主務大臣又

は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。  

    

第四章 業務等  

 

（業務の範囲）  

第十八条 管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  

一 年金積立金の管理及び運用を行うこと。  

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

 

（業務の委託）  

第十九条 管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定

める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。  

２ 第十一条及び第十二条の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準

用する。  

 

（中期計画の記載事項）  

第二十条 管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 年金積立金の管理及び運用の基本的な方針  

二 年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項  

三 年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項  

２ 前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な
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知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間

活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の

方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第七十九条の二及び国民年金法第七十五条の目

的に適合するものでなければならない。  

３ 第一項第二号に掲げる事項は、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現

況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しを勘

案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。  

４ 管理運用法人の中期計画に関する通則法第三十条第二項 の規定の適用については、同

項中「次に」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条第一項各号に

掲げる事項のほか、次に」とする。  

 

（積立金の管理及び運用）  

第二十一条 厚生年金保険法第七十九条の三第一項 の規定に基づき寄託された積立金（以

下「厚生年金積立金」という。）及び国民年金法第七十六条第一項 の規定に基づき寄託

された積立金（以下「国民年金積立金」という。）の運用は、次に掲げる方法により安

全かつ効率的に行われなければならない。  

一 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）に規定する有価証券（有価証券に

係る標準物（同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第六号において「標

準物」という。）を含む。）であって政令で定めるもの（株式を除く。）の売買  

二 預金又は貯金（厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。）  

三 信託会社（信託業法 （平成十六年法律第百五十四号）第三条又は第五十三条第一

項の免許を受けたものに限る。）又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運

用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。 

イ 前二号及び第五号から第八号までに掲げる方法 

ロ 金融商品取引業者（金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者を

いう。）との投資一任契約（同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。）であっ

て政令で定めるものの締結 

四 厚生年金保険の被保険者及び国民年金の被保険者（国民年金法第七条第一項第一号

に規定する第一号 被保険者に限る。）を被保険者とする生命保険（被保険者の所定の

時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。）の保険料の払込み  

五 第一号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他

政令で定める法人に対する貸付け  

六 債券オプション（当事者の一方の意思表示により当事者間において債券（標準物を

含む。）の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定

めるものをいう。）の取得又は付与  

七 先物外国為替（外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基

づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に
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一定の外国為替相場により実行する取引（金融商品取引法第二条第十六項 に規定す

る金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であ

って、政令で定めるものに該当するものを除く。）の対象となるものをいう。）の売買  

八 通貨オプション（当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもっ

て表示される支払手段の売買取引（前号の政令で定める取引に該当するものを除く。）

を成立させることができる権利をいう。）の取得又は付与  

２ 管理運用法人は、厚生年金積立金及び国民年金積立金を合同して管理及び運用を行う

ことができる。  

 

（年金積立金の管理及び運用に関する契約）  

第二十二条 管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締

結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとと

もに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のた

め忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。  

一 前条第一項第三号に掲げる信託の契約  

二 前条第一項第三号ロに規定する投資一任契約  

三 前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約  

 

（制裁規程）  

第二十三条 管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣

に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。  

２ 前項の制裁規程においては、管理運用法人の役員、委員及び職員（以下この項におい

て「役員等」という。）が、この法律、厚生年金保険法若しくは国民年金法、これらの

法律に基づく命令若しくは通則法若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処

分若しくは管理運用法人が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は管理運用法人

の役員等たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員等に対し、免職、停職、減

給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。  

    

第五章 財務及び会計  

 

（区分経理）  

第二十四条 管理運用法人は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、そ

れぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。  

一 厚生年金積立金の管理に係る経理 厚生年金勘定  

二 国民年金積立金の管理に係る経理 国民年金勘定  

三 厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理並びに第十八条に規定

する業務に必要な事務に係る経理 総合勘定  
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２ 前項各号に定める勘定に係る業務上の余裕金の運用については、通則法第四十七条の

規定にかかわらず、第二十一条の規定を準用する。  

 

（利益及び損失の処理の特例等）  

第二十五条 管理運用法人は、通則法第四十四条第一項の規定にかかわらず、総合勘定に

おいて、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚

生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるとこ

ろにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。  

２ 管理運用法人は、通則法第四十四条第二項の規定にかかわらず、総合勘定において、

毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘

定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより

按分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。  

３ 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三

項及び第四項の規定は、適用しない。  

４ 管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第四十四条第一項

及び第二項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労

働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月

三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなけ

ればならない。  

５ 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。  

    

第六章 業務の概況の公表  

 

第二十六条 管理運用法人は、各事業年度の決算完結後遅滞なく、当該事業年度における

年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定

める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。  

    

第七章 雑則  

 

（特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求）  

第二十七条 厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要が

あると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとること

を求めることができる。  

２ 管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理

由がない限り、その求めに応じなければならない。  

 

（年金財政に与える影響の検証等）  
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第二十八条 厚生労働大臣は、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について

検証し、通則法第三十二条第一項の規定による評価に資するよう、厚生労働省の独立行

政法人評価委員会に報告しなければならない。  

２ 管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第三十二条第二項及び第三

項の規定の適用については、同条第二項中「分析の結果」とあるのは「分析の結果並び

に年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による報告の内容」と、

同条第三項中「評価の結果」とあるのは「評価の結果及び年金積立金管理運用独立行政

法人法第二十八条第一項の規定による報告の内容」とする。  

 

（財務大臣との協議）  

第二十九条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。  

一 第二十一条第一項第二号の規定による指定をしようとするとき。  

二 第二十五条第四項の額を定めようとするとき。  

三 第二十六条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。  

 

（主務大臣等）  

第三十条 管理運用法人に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞ

れ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。  

 

（国家公務員宿舎法の適用除外）  

第三十一条 国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、管理運用法人

の役員及び職員には適用しない。  

 

第三十二条 削除  

    

第八章 罰則  

 

第三十三条 第十三条（第十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して

秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

 

第三十四条 管理運用法人に関する通則法第七十条の規定の適用については、「又は職員」

とあるのは、「、委員又は職員」とする。  

 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用法人

の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。  

一 第十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。  

二 第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  
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三 第二十三条第一項又は第二十六条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした

とき。  

四 第二十四条第二項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。  

 

附 則 

 

（略） 


